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C O N T E N T S

高富町・伊自良村・美山町

新 市 名 称
候補応募数

61～70歳

71歳～

不詳 ～10歳

351通
8.77％

421通
10.52％

316通
7.90％

316通
7.90％

453通
11.32％

521通
13.02％

780通
19.49％

553通
13.82％

291通
7.27％

11～20歳

21～30歳

31～40歳

41～50歳
51～60歳

専用はがき
官製はがき

FAX

インターネットインターネット

小・中学校

その他

応募用紙

571通
14.27％

1,399通
34.96％975通

24.36％

172通
4.30％

256通
6.40％

561通
14.02％

68通
1.70％

山県郡

岐阜市

県内

愛知・
三重

県外

海外

高富町

伊自良村

美山町

小・中学生

2,309通
57.70％

626通
15.64％

429通
10.72％

285通
7.12％

350通
8.75％

3通
0.07％

4,002通

応募者の住所別状況

応募者の年齢別状況

応募方法別の状況

新市名称候補募集結果新市名称候補募集結果
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四
月
一
日
、
高
富
町
役
場
庁

舎
三
階
大
会
議
室
に
お
い
て
、

第
八
回
高
富
町
・
伊
自
良
村
・

美
山
町
合
併
協
議
会
が
開
催
さ

れ
ま
し
た
。

は
じ
め
に
、
会
長
か
ら
あ
い

さ
つ
が
あ
り
、
新
委
員
に
委
嘱

状
が
交
付
さ
れ
ま
し
た
。
そ
し

て
、
報
告
及
び
議
案
の
審
議
に

入
り
ま
し
た
。

報
告
事
項

平
成
十
三
年
度
合
併
協
議
会

予
算
流
用
に
つ
い
て
報
告
が
あ

り
ま
し
た
。

協
議
事
項

協
議
第
二
十
二
号

（
仮
称
）新
市
ま
ち
づ
く
り
構
想

に
つ
い
て（
継
続
協
議
）

（
仮
称
）新
市
ま
ち
づ
く
り
構

想（
素
案
）に
つ
い
て
概
ね
承
認

さ
れ
、
さ
ら
に
継
続
し
て
協
議

し
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。

協
議
第
二
十
四
号

使
用
料
・
手
数
料
等
の
取
扱
い

に
つ
い
て

使
用
料
・
手
数
料
等
の
取
扱

い
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
承

認
さ
れ
ま
し
た
。

◇
使
用
料
に
つ
い
て
は
、
原
則

と
し
て
現
行
の
と
お
り
と
す

る
。
た
だ
し
、
同
一
又
は
類

似
す
る
施
設
の
使
用
料
に
つ

い
て
は
可
能
な
限
り
統
一
す

る
。
ま
た
、
必
要
に
応
じ
て

緩
和
措
置
を
講
ず
る
も
の
と

す
る
。

◇
手
数
料
に
つ
い
て
は
、
三
町

村
に
お
け
る
こ
れ
ま
で
の
料

金
改
定
の
経
緯
や
受
益
者
負

担
の
原
則
を
基
本
に
、
サ
ー

ビ
ス
に
対
す
る
適
正
な
負
担

額
を
決
定
し
、
合
併
時
に
統

一
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

手
数
料
の
概
要
に
つ
い
て

は
、
三
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

協
議
第
二
十
五
号

各
種
団
体
へ
の
補
助
金
、
交
付

金
等
の
取
扱
い
に
つ
い
て

各
種
団
体
へ
の
補
助
金
、
交

付
金
等
の
取
扱
い
に
つ
い
て
、
次

の
と
お
り
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

◇
各
種
団
体
へ
の
補
助
金
、
交

付
金
等
に
つ
い
て
は
、
従
来

か
ら
の
経
緯
、
実
情
等
に
配

慮
し
、
新
市
に
お
い
て
調
整

す
る
も
の
と
す
る
。

①
三
町
村
で
同
一
あ
る
い
は
同

種
の
補
助
金
等
に
つ
い
て

は
、
関
係
団
体
等
の
理
解
と

協
力
を
得
て
、
統
一
の
方
向

で
調
整
す
る
。

②
独
自
の
補
助
金
等
に
つ
い
て

は
、
従
来
の
実
績
等
を
尊
重

し
、
市
域
全
体
の
均
衡
を
保

つ
よ
う
に
調
整
す
る
。

③
整
理
統
合
で
き
る
補
助
金
等

に
つ
い
て
は
、
統
合
す
る
よ

う
調
整
す
る
。

協
議
第
二
十
六
号

総
合
交
通
関
係
事
業
の
取
扱
い

に
つ
い
て

総
合
交
通
関
係
事
業
の
取
扱

い
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
承

認
さ
れ
ま
し
た
。

◇
高
富
町
及
び
美
山
町
の
自
主

運
行
バ
ス（
道
路
運
送
法
第

二
十
一
条
に
基
づ
く
も
の
）

に
つ
い
て
は
、
当
面
、
現
行

の
制
度
を
新
市
に
引
き
継
ぐ

も
の
と
す
る
。

①
新
市
に
お
い
て
、
高
富
町
の

自
主
運
行
バ
ス
梅
原
線
に
つ

い
て
は
、
伊
自
良
村
長
滝
ま

で
延
長
し
、
日
祝
日
も
運
行

す
る
も
の
と
す
る
。

②
料
金
体
系
に
つ
い
て
は
、
三

区
間
を
設
定
し
、
移
動
区
間

に
応
じ
て
、
百
円
・
二
百

円
・
三
百
円
の
三
種
類
と
す

る
。

③
回
数
券
は
百
円
券
の
十
一
枚

綴
り
と
し
、
金
額
は
千
円
と

す
る
。

新
市
の
バ
ス
料
金
の
概
要
に

つ
い
て
は
、
四
・
五
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

協
議
第
二
十
七
号

上
水
道
関
係
事
業
の
取
扱
い
に

つ
い
て

（
水
道
料
金
）

水
道
料
金
の
取
扱
い
に
つ
い

て
、
次
の
と
お
り
承
認
さ
れ
ま

し
た
。

◇
水
道
料
金
に
つ
い
て
は
、
高

富
町
の
例
に
よ
る
。

◇
水
道
臨
時
使
用
料
金
に
つ
い

て
は
、高
富
町
の
例
に
よ
る
。

◇
使
用
水
量
の
検
針
は
隔
月
と

し
、
水
道
料
金
の
徴
収
は
毎

月
と
す
る
。

注

高
富
町
は
全
域
が
上
水
道

で
、
伊
自
良
村
は
二
つ
の
簡

易
水
道
が
あ
り
、
統
合
簡
易

水
道
に
向
け
て
整
備
が
進
め

ら
れ
て
い
ま
す
。
美
山
町
で

は
五
つ
の
簡
易
水
道
が
あ

り
、
上
水
道
に
向
け
整
備
が

進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

水
道
事
業
は
、
給
水
人
口

に
よ
っ
て
上
水
道
・
簡
易
水

道
等
に
区
分
さ
れ
ま
す
。
給

水
人
口
が
五
千
人
を
超
え
る

も
の
は
、
上
水
道
と
さ
れ
ま

す
が
、
両
者
の
技
術
基
準
・

水
質
基
準
は
、
基
本
的
に
同

じ
で
す
。

（
水
道
加
入
分
担
金
）

水
道
加
入
分
担
金
の
取
扱
い

第
8
回

合
併
協
議
会
の
報
告

第
8
回

合
併
協
議
会
の
報
告
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に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
承
認

さ
れ
ま
し
た
。

◇
水
道
加
入
分
担
金
に
つ
い
て

は
、
高
富
町
の
例
に
よ
る
。

◇
新
市
に
お
い
て
、
上
水
道
又

は
簡
易
水
道
の
使
用
者
が
他

で
新
た
に
上
水
道
又
は
簡
易

水
道
の
供
給
を
受
け
る
場
合

は
、
加
入
分
担
金
を
徴
収
し

な
い
も
の
と
す
る
。（
既
設
管

を
閉
栓
し
、
同
口
径
以
下
で

供
給
を
受
け
る
場
合
に
限

る
。）

◇
水
道
臨
時
加
入
分
担
金
は
、

廃
止
す
る
。
た
だ
し
、
臨
時

使
用
の
場
合
に
は
、
加
入
分

担
金
相
当
額
及
び
管
理
者
の

定
め
る
水
道
料
金
を
予
納
す

る
も
の
と
す
る
。

新
市
の
水
道
の
概
要
に
つ
い

て
は
、
六
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

下
水
道
関
係
事
業
の
取
扱
い
に

つ
い
て

農
業
集
落
排
水
事
業
の
取
扱

い
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
承

認
さ
れ
ま
し
た
。

◇
農
業
集
落
排
水
施
設
使
用
料

金
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、

現
行
の
と
お
り
と
す
る
。
た

だ
し
、
負
担
の
公
平
性
の
観

点
か
ら
、
新
市
に
お
い
て
従

量
制
に
よ
る
料
金
体
系
の
構

築
を
図
る
。

◇
農
業
集
落
排
水
施
設
の
新
規

加
入
負
担
金
に
つ
い
て
は
、

高
富
町
の
例
に
よ
る
。

新
市
の
新
規
加
入
負
担
金
は
、

二
十
六
万
二
千
五
百
円
に
な
り

ま
す
。

注

高
富
町
で
は
赤
尾
地
区
・

梅
原
地
区
・
大
桑
地
区
、
伊

自
良
村
で
は
伊
自
良
川
左
岸

地
区
・
伊
自
良
川
右
岸
地
区

で
、
農
業
集
落
排
水
施
設
の

供
用
が
開
始
さ
れ
て
お
り
、

高
富
町
の
桜
尾
地
区
で
は
、

現
在
、
農
業
集
落
排
水
施
設

を
建
設
中
で
す
。

新
委
員
紹
介

井
克
明
委
員
、
河
合
正
明

委
員
、
古
川
一
美
委
員
に
替
わ

り
、
上
野
政
幸
さ
ん
、
坂
正
光

さ
ん
、
平
光
節
夫
さ
ん
が
そ
れ

ぞ
れ
合
併
協
議
会
委
員
に
就
任

さ
れ
ま
し
た
。

新
幹
事
紹
介

早
矢
仕
英
雄
さ
ん
の
美
山
町

助
役
退
任
に
よ
り
、
新
し
く
美

山
町
助
役
田
垣
隆
司
さ
ん
が
副

幹
事
長
に
、
美
山
町
収
入
役
山

口
秋
男
さ
ん
が
幹
事
に
就
任
さ

れ
ま
し
た
。

四
月
十
一
日
、
高
富
町
役
場

庁
舎
に
お
い
て
、
第
五
回
新
市

名
称
候
補
選
定
小
委
員
会
が
開

催
さ
れ
ま
し
た
。

は
じ
め
に
、

井
副
委
員
長

の
交
替
に
伴
う
副
委
員
長
の
選

任
協
議
が
あ
り
、
上
野
政
幸
さ

ん
が
就
任
さ
れ
ま
し
た
。
そ
し

て
、
新
市
名
称
候
補
の
選
定
に

入
り
ま
し

た
が
、
継

続
し
て
協

議
す
る
こ

と
に
な
り

ま
し
た
。

四
月
十

九
日
、
高

富
町
役
場

庁
舎
に
お
い
て
、
第
六
回
新
市

名
称
候
補
選
定
小
委
員
会
が
開

催
さ
れ
ま
し
た
。

継
続
協
議
と
な
っ
て
い
た
新

市
名
称
候
補
の
選
定
に
つ
い

て
、
さ
ら
に
慎
重
に
協
議
が
行

わ
れ
ま
し
た
。

ここでは、新市において町村により変更となる手数料のうち、主なものをお知らせします。

（注）現在伊自良村では、臨時運行許可事務を実施していません。

項　　　　　　　目

・租税公課証明書交付手数料

・土地家屋証明書交付手数料

・公簿、公文書及び図面閲覧手数料

・住民票の写し交付手数料（1世帯5人までを1件とする。）

・戸籍の附票の写し交付手数料

・外国人登録原票記載事項証明書交付手数料

・印鑑証明書交付手数料

・その他証明手数料

・臨時運行許可申請手数料

・印鑑登録証再交付手数料

町村名

1 件（枚・通） 300円

1 両　　　　　750円

1 件　　　　　300円

高 富 町

伊自良村

美 山 町

高 富 町

伊自良村

美 山 町

高 富 町

伊自良村

美 山 町

1 件（通）300円

現行手数料 新市手数料

1 件（通）200円

1 件（通）200円

1 件　　300円

無料　　

無料

1 両　　750円

－（注）

1 両 750円

小
委
員
会
開
催

小
委
員
会
開
催



谷合

船越

南中前 樫瀬

美山町役場

笹賀

神崎

出戸

岩佐口

椎倉

大桑雉洞

大桑市洞

六反

赤尾 焼橋

総合体育館

梅原小学校

高富町役場

岐北病院

四ツ辻

七日市

役場前 伊自良村役場

長滝

伊自良キャンプ場

尾右中洞

神崎線

岐北線

板取線

高富町
自主運行バス

100円区間

黒野線

塩後

100円区間

100円区間

100円区間

100円区間

100円区間
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現行バス路線イメージ図
（自主運行バス等）
・現行のバス路線と主な停
留所を表しています。
・料金については、新市の
自主運行バスの料金を表し
ています。
●：主な停留所

第8回合併協議会において、新市の自主運行バスの料金体系については、
路線ごとに移動区間に応じて、100円・200円・300円の3種類とすること
が承認されましたが、料金区間の設定は、下図のようになります。
路線バスである黒野線は、合併後も岐阜バス料金体系のままです。

（注）自主運行バスの具体的な路線や停留所については、今後調整されます。

◇高富町と美山町は、下記のように、町が主体
となって自主運行バス（道路運送法第21条に基
づくもの）を運行しています。
黒野線は、岐阜バス主体で運行している路線

バス（道路運送法第 4条に基づくもの）です。

5

「塩後」から「岐北病院」へ行く場合
現行バス料金　　　　 900円
新市バス料金　　　　 300円

「神崎」から「谷合」へ行く場合
現行バス料金　　　　 410円
新市バス料金　　　　 100円

「出戸」から「岐北病院」へ行く場合
現行バス料金　　　　 650円
新市バス料金　　　　 200円

「長滝」から「岐北病院」へ行く場合
現行バス料金　　 360円+200円※
新市バス料金　　　　 200円

※黒野線から高富町自主運行バスに乗り換えるため

種　別　路 路　　　線　　　名

（緑　色）神崎線

自主運行バス
（黄緑色）岐北線

（茶　色）板取線

（水　色）高富町自主運行バス

路線バス （青　色）黒野線



上記表に消費税及び地方消費税が別途必要です。

水道加入分担金 水道加入分担金の現状

新市の水道加入分担金については、
下記の表のとおり統一されます。

高 富 町 新市水道加入分担金の
とおり。

伊自良村 176,000円（宅地1世帯、
又は1戸当たりの1区画
につき）

美 山 町 5つある簡易水道のう
ち、例として富永簡易
水道（給水区域：富永）
を紹介します。

現在の水道加入分担金の現状は、下記のとおりです。

使用水量の検針・水道料金の徴収
新市においては、2ヵ月分の使用

水量を検針します。
水道料金の徴収は毎月となりま

す。通常は、水道料金の体系が2ヵ
月単位となっているため、毎月の
徴収額は半額となります。

Q もし、新市の区域内で引っ越して、新たに給水を受ける場合、水道加入分担金を支払わな
ければならないの？

A 上水道・簡易水道の使用者が、新市の区域内で引っ越しをした場合、前の住所で使用して
いた水道管を閉栓し、かつ、同口径以下で給水を受ける場合は、水道加入分担金は必要あ
りません。
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口径別 金　　額

13mm 127,500円

20mm 204,000円

25mm 306,000円

30mm 408,000円

40mm 612,000円

50mm 1,019,500円

75mm 2,039,000円

高 富 町 4,767円 4,767円 0円

伊自良村 5,565円 4,767円 798円

谷合・乾簡易水道 4,725円 4,767円 △　42円

富永簡易水道 4,725円 4,767円 △　42円

北武芸簡易水道 8,400円 4,767円 3,633円

中洞簡易水道 9,450円 4,767円 4,683円

上水道（平成19年3月31日まで） 6,405円 4,767円 1,638円

上水道（平成19年4月1日から） 8,400円 4,767円 3,633円

13mm

20mm

25mm

30mm

40mm

50mm

75mm

口径別
料率 基本料金（2ヵ月分） 超過料金

1m3につき料　金 水　量

1,340円

2,060円

2,700円

3,040円

5,460円

7,980円

16,820円

20m3まで 80円

比較してみよう！！水道料金

ここでは、新市の水道料金や加入分
担金等の概要について紹介します。

水道料金

新市の水道料金については、下記の
表のとおり統一されます。

合併した場合の新市の水道料金は、現在の3町村
の水道料金と比べて、高くなるのでしょうか？安く
なるのでしょうか？
ここでは、一般家庭で使用される平均的水量（口

径13mmにより2ヵ月で60m3を使用した場合）の水
道料金について比較してみましょう。

新市水道加入分担金
口径別 金　　額

13mm 150,000円

20mm 300,000円

25mm 450,000円

30mm 600,000円

40mm 850,000円

50mm 1,000,000円

（例）富永簡易水道
（給水区域　富永）

新 市 水 道 料 金

現行水道料金 新市水道料金 差　引

美

山

町

※美山町の簡易水道料金は、美山町条例により平成15年度か
ら順次、上水道料金に移行していくことになっています。

（例）口径13㎜により2ヵ月間で60m3を使用した場合



高富町

伊自良村

美山町

合併算定替による
地方交付税の増加額

新市の本来の地方交付税の額

0.9
0.7

0.5
0.3

0.1

H15.4.1 H25.4.1 H30.4.1
合併期日 10年度 5年度

（11年度以降 5年間で段階的に縮減）

三
町
村
地
方
交
付
税
合
算
額

7 合併協議会だより　　平成14年 5月

市町村が合併しようとする場合には「市町村の合併の特例に関する法律（合併特例法）」等によるさまざまな国
の財政的な支援等を受けることができます。今月号から、このような財政的支援について順次紹介していきます。
今回は、地方交付税の合併算定替について紹介します。

地方交付税とは
自治体によって、地方税等の収入額には差があります。このため、標準的な行政を行うのに必要な支出に対

し地方税収入等が不足する自治体に対して、その差額分を埋めるために交付される税のことを言います。所得
税・法人税・酒税・消費税・たばこ税の一定割合が配分されます。

地方自治体の歳入の実状
現在多くの地方公共団体が、国からの地方交付税を主

要な財源として行政運営を行っています。平成12年度の
3町村の歳入額に占める交付税の割合を見てみると、高
富町と美山町は約36％、伊自良村では55％以上となって
います。

現在地方交付税制度が抜本的に見直されており、今後、小規模自治体の交付税が減少していく
ことが見込まれています。
もし、3 町村が合併した場合、本来であれば、人口の増加等による経費節減により、一般的に、新

市の地方交付税は急激に減少するはずですが、

（注1）上記表は、実際の割合を表わすものではなく、また、3町村の地方交付税合算額が、同額のまま合併後10年度交付されるこ
と等を表したものではありません。

（注2）上記表は、特別交付税・普通交付税による合併加算額等は表示していません。

○合併してから10年度の期間
・合併しないで3町村が存続した場合に算定される地方交付
税の額を下回らないように算定した額が交付されます。

○合併後11年度から15年度までの期間
・合併算定替による増加額が段階的に縮減されます。

合併特例法の合併算定替により

高富町

伊自良村

美山町

地方交付税

地方交付税

地方交付税

歳入額

歳入額

歳入額

約58億円

約18億円

約49億円

36.4％

55.3％

36.5％

約23億円

約11億円

約19億円

平成12年度 地方財政状況調査
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新
市
名
称
候
補
の
応
募
が
、
四

千
二
通
あ
り
ま
し
た
。
三
町
村
住

民
の
方
か
ら
約
五
十
八
％
と
、
半

分
以
上
の
応
募
を
い
た
だ
き
ま
し

た
。と

こ
ろ
で
、
応
募
状
況
を
見
て

い
て
大
変
驚
い
た
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
そ
れ
は
、
海
外
か
ら
新
市
名

称
候
補
の
応
募
を
い
た
だ
い
た
こ

と
で
す
。
こ
れ
ら
は
合
併
協
議
会

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
送
信
し
て
い

た
だ
い
た
分
な
ん
で
す
が
、
海
外

に
住
ん
で
み
え
る
方
で
も
三
町
村

合
併
に
関
心
を
持
っ
て
い
ら
っ
し

ゃ
る
の
だ
な
と
、
大
変
う
れ
し
く

思
い
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
ち
ょ
っ
と
し
た
こ

と
が
う
れ
し
く
て
、
一
層
仕
事
を

頑
張
っ
て
み
よ
う
か
な
と
思
う
今

日
こ
の
頃
で
す
。

（
つ
）

編

集

後

記

この印刷物は石油系インキではなく、
地球に優しい大豆油を使用したインキで印刷されています。 古紙配合率100％再生紙を使用しています。

会
議
録
等
を
閲
覧
で
き
ま
す

合
併
協
議
会
の
会
議
録
や

会
議
資
料
を
閲
覧
で
き
ま

す
。
希
望
さ
れ
る
方
は
、
合

併
協
議
会
事
務
局
、
伊
自
良

村
又
は
美
山
町
役
場
の
市
町

村
合
併
相
談
窓
口
ま
で
お
越

し
く
だ
さ
い
。

合
併
協
議
会
を
傍
聴
で
き
ま
す

会
議
の
傍
聴
を
希
望
さ
れ

る
方
は
、
会
議
開
始
十
五
分

前
ま
で
に
会
場
に
お
越
し
く

だ
さ
い
。
傍
聴
証
を
お
渡
し

し
ま
す
。
な
お
、
希
望
者
が

定
員
を
超
え
た
場
合
は
抽
選

と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

も
し
、
合
併
し
て
新
市
に
な

っ
た
場
合
、
施
設
の
使
用
料

は
ど
う
な
る
の
？

例
え
ば
、
高
富
町
総
合
体
育

館
、
伊
自
良
村
キ
ャ
ン
プ
場
や

グ
リ
ー
ン
プ
ラ
ザ
み
や
ま
等
の

使
用
料
に
つ
い
て
は
、
合
併
後

も
基
本
的
に
現
行
の
ま
ま
で

す
。
ま
た
、
美
山
町
の
総
合
運

動
場
等
は
、
町
内
・
町
外
居
住

者
に
よ
っ
て
使
用
料
に
違
い
が

あ
り
ま
す
が
、
新
市
で
は
統
一

さ
れ
ま
す
。

な
お
、
同
一
又
は
類
似
す
る

施
設
の
使
用
料
は
、
新
市
に
お

い
て
、
今
後
統
一
す
る
方
向
で

調
整
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。

第10回合併協議会開催予定

日 時
6月3日　月曜日
午後1時30分から

場所

高富町役場庁舎
3階大会議室

合併協議事項一覧表
平成14年 4 月 1 日現在

承認：● 一部承認：▲ 協議中：▲ 未協議：◯

合併協議会における協議事項

1 合併の方式 ●

2 合併の期日 ●

3 新市の名称 ▲

4 新市の事務所の位置 ●

5 財産及び債務の取扱い ●

6 議会の議員の定数及び任期の取扱い ◯

7 農業委員会の委員の定数及び任期の取扱い ●

8 地方税の取扱い ●

9 一般職の職員の身分の取扱い ◯

10 特別職の職員の身分の取扱い ◯

11 条例、規則等の取扱い ●

12 事務組織及び機構の取扱い ◯

13 一部事務組合等の取扱い ●

14 使用料・手数料等の取扱い ●

15 公共的団体等の取扱い ◯

16 各種団体への補助金、交付金等の取扱い ●

17 町、字の区域及び名称の取扱い ●

18 慣行の取扱い ●

19 消防団の取扱い ●

20 各種事務事業の取扱い

1 自治会関係事業 ●

2 防災関係事業 ◯

3 地域情報化関係事業 ◯

4 総合交通関係事業 ●

5 国民健康保険事業 ◯

6 福祉関係事業 ◯

7 保健・環境関係事業 ◯

8 産業・建設関係事業 ◯

9 上・下水道関係事業 ●

10 学校教育関係事業 ●

11 社会教育関係事業 ●

12 その他協議が必要な事業 ◯

21 新市建設計画に係る事項 ▲

アクセス件数1万件突破
http://www.gappei-tim.jp/

高富町・伊自良村・美山町合併
協議会ホームページのアクセス件
数が1万件を突破しました。
これからも山県郡3町村の合併

に関する最新の情報等をお知らせ
しますので、ご覧ください。

アクセス件数1万件突破
http://www.gappei-tim.jp/

※合併協議会ホームページの
イメージ


